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２ 学校災害時における児童生徒の安全確保

（１）災害対策本部の設置
災害の規模・被害状況等を踏まえ、原則として職員室に学校災害対策本部を設置し、学

校としての組織的な災害対応にあたる。

桶売中学校災害対策本部
本部長（校長） 副本部長（教頭）

○本部長 ：対策本部の総括、意思決定
○副本部長：本部長の指示による連絡・報告
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